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■令和2年度予算の概要

表1　令和2年度予算総括    　　　    　　　　　　　　　　　　　　　           （単位：千円，%）（単位：千円，％）

図1　令和2年度一般会計予算歳入内訳（財源区分別） （単位：千円）

－ 1 －

予　算　額 構成比 予　算　額 構成比 増　減　額 伸　率

50,680,000 54.8 53,020,000 57.7 ▲ 2,340,000 ▲ 4.4

公共用地先行取得事業 871,823 0.9 575,970 0.6 295,853 51.4

駐 車 場 事 業 138,909 0.2 141,964 0.2 ▲ 3,055 ▲ 2.2

国 民 健 康 保 険 14,711,472 15.9 15,394,994 16.8 ▲ 683,522 ▲ 4.4

後 期 高 齢 者 医 療 1,931,178 2.1 1,769,790 1.9 161,388 9.1

介 護 保 険 11,646,407 12.6 11,394,040 12.4 252,367 2.2

農 業 集 落 排 水 事 業 125,150 0.1 120,862 0.1 4,288 3.5

下 水 道 事 業 7,383,861 8.0 4,440,545 4.8 2,943,316 66.3

水 道 事 業 4,982,200 5.4 5,001,835 5.5 ▲ 19,635 ▲ 0.4

41,791,000 45.2 38,840,000 42.3 2,951,000 7.6

92,471,000 100.0 91,860,000 100.0 611,000 0.7合 計

特

別

会

計

特 別 会 計 計

会 計 別
令　和　2　年　度 令　和　元　年　度 比　　　　　較

一 般 会 計



図2　令和2年度一般会計歳出予算内訳（款別） （単位：千円）

図3　令和2年度一般会計歳出予算内訳（性質別） （単位：千円）

－ 2 －



　　表2・図4　基金の状況         （単位：千円）

　 　　※上記基金には，特別会計基金や用品調達基金などの定額運用基金を含めない。

－
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森 林 環 境 譲 与 税 基 金 － － － 6,209 010,842

区　　　　分 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末
令和元年度末

見込み
Ａ

令和2年度
積立見込額

Ｂ

令和2年度
取崩見込額

Ｃ

262,312

0

3,276

206,580

令和2年度末
見込み

（Ａ＋Ｂ－Ｃ）
0 5,720,671

市 債 管 理 基 金 1,615,840 1,616,736 1,617,168 1,487,654 484 0 1,488,138
財 政 調 整 基 金 5,014,309 5,515,347 5,939,729 5,719,539 1,132

2,407,319
庁 舎 建 設 基 金 － － － － － －

そ の 他 特 定 目 的 基 金 3,162,455 2,939,702 2,690,160 2,348,759 320,871
－

公 社 対 策 基 金 3,951 3,951 3,951 3,952 1 0 3,953
637,091

文 化 振 興 基 金 193,478 163,570 162,057 162,105 48 1,000 161,153
社 会 福 祉 事 業 基 金 712,901 716,505 719,156 636,543 547

10,675
協 働 の ま ち づ く り 基 金 276,582 275,864 230,966 180,263 33 51,456 128,840
奨 学 基 金 4,787 13,020 8,989 4,958 8,993

1,147,345

公共施設等総合管理基金 － － － － 150,001 0 150,001

合 併 振 興 基 金 1,970,756 1,765,684 1,559,632 1,353,520 405
市 立 学 校 施設 整備 基金 － 1,108 5,409 1,209 0 151,210

17,051
150,001

262,312 9,616,128

土 地 開 発 基 金 2,457,733 2,458,704 2,459,156 2,459,709 32,552 31,990 2,460,271

基     金    総    計 9,792,604 10,071,785 10,247,057 9,555,952 322,487

0 494,482
う ち 現 金 1,901,356 1,950,959 1,885,015 1,997,217 562 31,990 1,965,789
う ち 土 地 556,377 507,745 574,141 462,492 31,990

5948389 5308858 5014309 5515347 5939729 5719539 5720671

1813438
1714556 1615840

1616737
1617168 1487654 1488138

4229747

3297040
3162455 2939701 2690160

2348759 2407319

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R1見込み R2見込み

財政調整基金

市債管理基金

その他特定目的基金

11,991,574

10,320,454
9,792,604 10,071,785 10,247,057

9,555,952 9,616,128

（単位：千円）



　　表3・図5　市債の状況 　　（単位：千円）

－
4
 －

291,998 5,552,411水 道 事 業 債 5,673,541 5,543,723 5,587,207 5,564,409 280,000

14,970,128

下 水 道 事 業 債 － ー ー ー 1,335,600 1,503,356 18,611,102

17,081,716 17,489,015 16,868,516 16,124,402 0 1,154,274
通 常 債 （ 普 通 債 ） 43,674,403 47,865,641 47,192,084 49,657,460 2,528,980 3,677,767 48,508,673
う ち 合 併 特 例 債

8,160,827 98,598,478市債残高総計 99,474,680 102,420,041 99,702,906 100,707,698 6,051,607

868,949 2,261,045特 別 会 計 債 ※ 25,848,382 24,492,225 22,635,002 21,418,952 489,900

令和2年度
元金償還見込額

Ｃ

令和2年度末
見込み

（Ａ＋Ｂ－Ｃ）

特 例 債 24,278,354 24,518,452 24,288,613 24,066,877 1,417,127 1,818,757 23,665,247

区　　　　分 平成28年度末 平成29年度末 平成30年度末
令和元年度末
見込み
Ａ

令和2年度
発行見込額

Ｂ

※令和元年度末まで下水道事業債を含む



 ■財政比較分析表　（県内32市との比較）

　　各指標について，県内市平均を「1」としたときの比率で示しました。
　　各指標の説明は，「P.10～　財政用語集」をご覧ください。

　　　図6　平成28年度決算
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財政力 財政力指数

財政構造の弾力性 経常収支比率

人件費・物件費等の状況 人口1人当たりの人件費・物件費等決算額

公債費負担の健全度 実質公債費比率

定員管理の適正度 人口千人当たりの職員数

給与水準の適正度（国との比較） ラスパイレス指数

将来負担の健全度 将来負担比率

区　　分 指  標  等

土浦市

県内市平均

定員管理の適正度

【6.40人】

公債費負担の健全度

【6.7%】

将来負担の健全度

【69.6】

給与水準の適正度

（ 国との比較）

【95.2】

人件費・物件費

の適正度

【119,938円】

財政構造の弾力性

【90.6%】

財政力

【0.88】

1.24 

0.66 

1.02 

1.10 1.08 

1.03 

1.00 



　　　図7　平成29年度決算

　　　図8　平成30年度決算

－ 6 －

1.23 

0.54 

1.02 

1.12 
0.95 

1.04 

1.01 

将来負担の健全度

【83.3】

給与水準の適正度

（ 国との比較）

【95.3】

定員管理の適正度

【6.43人】
公債費負担の健全度

【7.5%】

人件費・物件費

の適正度

【115,042円】

財政構造の弾力性

【89.9%】

財政力

【0.87】

定員管理の適正度

【6.32人】

公債費負担の健全度

【6.1%】

将来負担の健全度

【69.6】

給与水準の適正度

（ 国との比較）

【94.6】

人件費・物件費

の適正度

【118,933円】

財政構造の弾力性

【89.8%】

財政力

【0.87】

1.23 

0.63 

1.03 

1.13 1.17 

1.05 

1.02 



　　　 ■新地方公会計制度に基づく平成30年度の土浦市財務４表

★財務４表ってどんなもの！？

① 貸借対照表（バランスシート）

② 行政コスト計算書

④ 資金収支計算書

－ 7 －

　現在の地方公共団体の会計制度は，その年度にどのような収入があり，それをど
のように使ったかといった現金の動きがわかりやすい反面，市が整備してきた資産，
借入金などの負債といったストック情報，そして行政サービス提供のために発生したコ
スト情報の不足といった弱点がありました。発生主義などの企業会計的な手法を取
り入れ，それらの弱点を補うのが，「新地方公会計制度」の財務４表です。

　貸借対照表は，年度末時点における市の資産と，その資産をどのような財源（負債・
純資産）で賄ってきたかを一目で分かるようにしたものです。左側に資産を表示し，右側に
負債と純資産（資産と負債の差額）を表示しています。左右の釣り合い（バランス）が取
れていることからバランスシートと呼ばれます。

　福祉や教育などでの人的サービスや給付サービスの提供など，資産形成につながらない経
常的な行政活動に伴うコストと，使用料・手数料等の収入を表示しています。従来の会計
では捕捉できなかった減価償却費などの非現金コストについても計上しています。

③ 純資産変動計算書
 　純資産（資産と負債の差額）がどのように増減したかが分かります。総額の変動に加
え，どのような財源や要因で増減したかの情報を表示します。

　現金の流れを示すものです。市の収支を性質別に区分することで、どのような活動に資金
を充てているかが分かります。唯一，現金主義により作成しています。



　  ★平成30年度土浦市の財務4表は！？

　　図9　一般会計財務4表

-8-

資産合計 1,816億円 負債合計 826億円

　 ・金融資産 179億円 　　・流動負債 63億円
　　資金、基金など 　　・非流動負債 763億円

 　・事業用等資産 750億円

　 ・インフラ資産 887億円
　　道路、公園など

経常行政コスト 　459億円
・人にかかるコスト 86億円 当期変動高 ▲6億円
　職員給与、退職手当など

・物にかかるコスト 177億円
　施設管理委託費、光熱水費 　・財源調達 431億円
　施設維持補修費、減価償却費など 　　　市税、交付税、国県補助金など

・移転支出的なコスト 188億円 　・その他 ▲3億円
　子ども手当・生活保護などの 　　固定資産形成、

　社会保障給付費、各種団体へ 　　資産評価変動高など

　の補助金等

・その他のコスト 8億円
　支払利息、市税過誤納還付金

経常収益 　　　25億円

当期収支 4億円
・業務活動収支 39億円
　人件費、税収、国庫支出金など

・投資活動収支 ▲17億円
　固定資産形成支出、貸付金元利収入など

・財務活動収支 ▲18億円
　地方債償還金、地方債借入金など

※貸借対照表の流動資産については，

歳計外現金を含むため，資金収支計

算書の残高とは完全一致はしません。

純行政コスト　434億円

借入金（市債）や将来の職員の
退職金など、将来世代の負担で返
済する債務

行政コスト計算書

市が保有している財産の内容と金
額。行政サービスの提供能力を表し
ている。

行政サービス利用時に、市民が負
担する施設使用料など

純資産変動計算書

　　庁舎、学校など 　現世代がすでに負担し、支払が済ん
　でいる正味の財産

期首(29年度末)資金残高
15億円

資金収支計算書

996億円

貸方　1,816億円

貸借対照表（バランスシート）

借方　1,816億円

期首(30年度当初)資産残高

うち資金 25億円

純資産合計 990億円

・純行政コスト ▲434億円

期末(30年度末)資産残高

990億円

期末(30年度末)資金残高

19億円



 ■健全化判断比率

　　　　これまでの地方公共団体の財政状況の把握については，情報開示が不十分，悪化しつつある状態
　　　を把握しづらい，将来的に抱える負担が見えにくい等の問題点がありました。そのため地方公共団体の
　　　健全化に関する法律が平成19年6月に公布され，下記の４指標を公表することととなりました。

　①実質赤字とは・・・
　　　形式的には黒字であっても，翌年度歳入を繰り上げて充用したり，事業が完了しているにもかかわらず
　　支払を翌年度に繰り延べるなど，実質的には赤字となっている状況

　②連結赤字とは・・・
　　　普通会計だけでなく，全会計を合算した上で生じた実質赤字

　③実質公債費とは・・・
　　　普通会計公債費のほか，下水道事業などの公債費に対する一般会計からの繰出金を加えるなど幅広
　　く捉えた意味での公債費

　④将来負担とは・・・
　　　地方債現在高や債務負担行為，全職員が退職したと仮定した場合に発生する退職金など，自治体
　　が将来的に負担する可能性があるもの。また，加入する一部事務組合や，出資する公社・第３セクター
　　が抱える負債も将来負担とみなされる。

　 ・ 資金不足とは・・・
　　　公営企業が実質的に赤字になっている状況で，普通会計の「①実質赤字比率」に相当する指標。

　　表4　土浦市の健全化判断比率及び資金不足比率

－ 9 －

　　　

湖北環境衛生組合など

土地開発公社・産業文化事業団など

土 浦 市 が 加 入 す る 一 部 事 務 組 合

土浦市が出資する公社・第3セクター

下 水 道 会 計

一 般 会 計普 通 会 計

公 用 先 会 計
土
浦
市

国 保 会 計

介 護 会 計公営事業会計

公　営
企　業
会　計 水 道 会 計

駐 車 場 会 計
農 集 会 計 資

金
不
足

比
率

後 期 高 齢 会 計

①
実
質
赤
字
比
率

②
連
結
実
質
赤
字
比
率

③
実
質
公
債
費
比
率

④
将
来
負
担
比
率

実質赤字 連結実質 実 質 公 債 将来負担 資金不足
比 率 赤字比率 比 率 比 率 比 率
（％） （％） （％） （％） （％）

0.0 0.0 7.5 83.3 0.0

0.0 0.0 6.1 69.6 0.030

29

区 分

年 度



■財政用語集

１　予算とは・・・

２　予算の分類

－ 10 －

会計上の区分
地方公共団体の会計の中心をなすもので，地方公共団体の行政運営の基本的な経費を
網羅して計上した会計です。特別会計で計上される以外の全ての経理を一般会計で処理
しなければならないとされています。
地方公共団体が特定の事業を行う場合，特定の歳入をもって特定の歳出に充て，一般
の歳入歳出と区分して収支経理を行う会計です。特別会計の設置は，法律や条例の規
定によります。
土浦市には，公共用地先行取得事業会計・駐車場事業会計・国民健康保険会計・後
期高齢者医療会計・介護保険会計・農業集落排水事業会計・下水道事業会計・水道
事業会計があります。老人保健特別会計は平成22年度で廃止，公設地方卸売市場事
業会計は平成27年度で廃止,土浦駅前北地区市街地再開発事業会計は平成30年度
で廃止。

一 般 会 計

特 別 会 計

成立による区分

このほか，「骨格予算」や「肉付予算」といわれるものがあります。

当 初 予 算

補 正 予 算

暫 定 予 算

年度開始前に年間予算（年度内の総収入と総支出を見積もったもの）として編成し，成
立した基本的な予算で，『通常予算』又は『本予算』ともいわれます。
予算調整後に生じた事由に基づき，既定の予算（当初予算等）に，追加その他の変更
を加える必要が生じた時に調整される予算をいいます。
予算が年度開始前までに成立する見込みのない場合，その他特別の必要がある場合
に，年間の予算が成立するまでの間，暫定的なものとして編成される一会計年度の中の
一定期間に係る予算です。

地方財政統計上による区分

地方公共団体が経営する公営企業会計，収益事業会計，国民健康保険事業会計，
老人保健医療事業会計，介護保険事業会計，農業共済事業会計，交通災害共済
事業会計，及び公立大学付属病院事業会計等です。

普 通 会 計

地 方 公 営
事 業 会 計

一般会計と特別会計のうち地方公営企業会計以外の会計です。
土浦市の場合，一般会計・公共用地先行取得事業会計・土浦駅前北地区市街地再
開発事業会計（平成30年度まで）のうちの一部となっています。

予算は，地方公共団体の一定期間（一会計年度）における収入と支出の見積りであり，行政がどのよう
な形で行われるか具体的に表現し，一覧表（予算書）にしたものです。このため，『予算は行政の設計
書』といわれます。予算は，地方公共団体の⾧が調製し，議会に提案し，議会の議決を経て成立します。



３　予算の内容

４　予算の原則
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予算は，次に掲げる事項により構成されます。

繰 越 明 許 費

資金不足が見込まれたとき，指定金融機関などから一時借入を行います。一時借入金
は，地方債と異なり，その年度中の資金繰りのために借り入れるものであり，借り入れた年
度中に返済しなければなりません。

歳出予算の各
項の経費の金
額 の 流 用

予算は，各款，又は各項の間において相互に流用することはできません。ただし，歳出予
算の各項の経費は，予算に定める場合にのみ流用することができます。

歳出予算のうち，その性質上又は予算成立後の事由等により年度内にその支出を終わら
ない見込みのあるものについて，予算の定めるところにより，翌年度に繰り越して使用するこ
とができる経費をいいます。

債 務 負 担
行 為

継続費と同様，年度をまたがる予算の一種です。当該年度には契約行為のみを行い，翌
年度以降に歳出予算を組んで，その債務を解消していくものです。

地 方 債 市町村が事業を実施する際に，財源不足を来す場合や一時的に多額の資金を要すると
き，これを地方公共団体の信用によって，⾧期の借入資金を手当して財源とするものが地
方債（市債）です。

収入及び支出を計上したものであり，歳入歳出とも「款・項・目・節」の科目からなります。
歳入は，性質に従って「款」に大別し，「項」に区分します。
歳出は，その目的に従って「款」・「項」に区分します。
この予算の「款」・「項」が議会の議決の対象（議決科目）となりますが，予算を議会に提
出するときには，予算に関する説明書として「目」・「節」別の「予算事項別明細書」を付け
ることとされています。
地方公共団体の経費による事業で，その履行が２か年以上にわたる場合に，支出すべき
経費の総額及び年割額について，あらかじめ予算として議会の議決を受け，数年度にわ
たって支出することができる経費をいいます。

歳 入 歳 出
予 算

継 続 費

一 時 借 入 金

予算は，その確実な実効性を確保するために，次のような原則が確立されています。

予 算 の 事 前
議 決 の 原 則

一会計年度における一切の収入及び支出は，全てこれを歳入歳出予算に編入しなけれ
ばなりません。予算は，歳入歳出を相殺せず，収入の全てを歳入予算に，支出の全てを
歳出予算に計上します。

総 計 予 算
主 義 の 原 則

会 計 年 度
独 立 の 原 則

予算は，地方公共団体の一定期間における経費の見積りであることから，この一定期間
の開始前に議会の議決を経て，年度開始と同時に効力を生ずるものです。政令指定都市
以外の市及び町村にあっては，年度開始前２０日（３月１２日）までに予算を議会に
提出し，議決を経るものとされています。

各会計年度における歳出は，その年度の歳入をもって充てなければなりません。
※　各会計年度の歳出は，当該年度の歳入で賄い，当該年度の歳出は，年度中にお
いてのみ執行することができます。
例外:継続費の逓時繰越，繰越明許費，事故繰越しなど
※　普通地方公共団体の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年の３月３１日に
終わるものとされています。



５　歳入予算
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地方消費税のうち市町村分相当額を，県が人口及び事業者数で案分し，市町村に交
付するものです。

地 方 消 費 税
交 付 金

ゴルフ場所在市町村に対し，ゴルフ場利用税の一部が県から交付されるものです。

市民税，固定資産税，都市計画税，たばこ税などの税金です。市 税
国税として徴収され，一定の基準に基づき地方に譲与されるもの。地 方 譲 与 税
利子の支払を受ける際に県税として一括徴収され，その一部が市町村へ交付されるもので
す。

財源の使途が特定されず，どのような経費にも使用することができるものです。地方税・地
方交付税・地方譲与税・交付金・地方特例交付金・特別交付金・臨時財政対策債等で
す。

一 般 財 源

米軍基地及び自衛隊基地に所在する施設に供する固定資産が所在する市町村に国から
交付されるものです。

国有提供施設
等所在市町村
助 成 交 付 金

恒久的減税による地方税収の補填に対する措置として創設されました。住宅借入金等特
別控除の減収分と,自動車税及び軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減による減収分
の減収補てん特例交付金が国から交付されています。

地 方 特 例
交 付 金

全国一律の行政サービスが受けられるように，国税の一部を財源として国が一定基準によ
り市町村に交付するものです。

地 方 交 付 税

用途が特定される財源です。国庫支出金・県支出金・市債など特 定 財 源

特定配当等の支払を受ける際に，県税として一括徴収され，その一部が市町村へ交付さ
れるものです。

配 当 割
交 付 金

特定株式等の譲渡所得のあった場合に，一括徴収された県税の一部が市町村へ交付さ
れるものです。

株式等譲渡所
得 割 交 付 金

利 子 割
交 付 金

ゴルフ場利用税
交 付 金
環 境 性 能 割
交 付 金

令和元年10月に廃止される自動車取得税の代わりに徴収され，その一部が市町村へ交
付されるものです。

法 人 事 業 税
交 付 金

地方法人特別税・譲与税廃止に伴う市町村分の法人住民税法人税割の減収分の補て
ん措置として，法人事業税の一部を都道府県から市町村に交付するものです。（平成28
年度税制改正において制度創設。）

市が法令に基づき実施しなければならない事務や国と相互に利害関係のある事業等に対し
て，国が負担すべきものの総称です。

国 庫 支 出 金

県 支 出 金 特定の事務事業に要する経費の財源として県が市に交付するもの。
財 産 収 入 公有財産のうち行政財産を除いた財産の貸付や運用等による収入です。基金運用利息な

道路交通法により納入された反則金を原資に，交通安全施設の整備等に充てる経費を
国が交付するものです。

交通安全対策
特 別 交 付 金

市で行う特定の事業により特別の利益を受ける方から，その受益を限度として徴収するも
のです。例えば，保育所の保育料などです。

分 担 金 及 び
負 担 金

公の施設等の利用料金や特定の方に対する役務の対価などです。例えば，公民館施設
の使用料金や住民票の写しの発行手数料などです。

使 用 料 及 び
手 数 料

諸 収 入 以上の予算科目のどの科目にも属さない収入。延滞金・雑入など。
地 方 債 市町村が事業を実施する際に，財源不足を来す場合や一時に多額の資金を要すると

き，これを地方公共団体の信用によって，⾧期の借入資金を手当して財源とするものが地
方債（市債）です。

使途を制限されない一般寄附と，使途を指定された指定寄附があります。寄 附 金
繰 入 金 会計間で相互に資金運用を行う場合，他会計から資金が移されることを繰入れといいま

す。逆に移す場合は，繰出しといいます。
決算剰余金が生じた場合，翌年度の財源として繰り越します。繰 越 金



６　歳出予算（目的別）

７　歳出予算（性質別）
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議会活動に要する経費です。議員報酬や政務調査費などです。
全般的な管理事務，庁舎管理，徴税，戸籍，選挙費用などです。

議 会 費
総 務 費

商工業の振興，観光，企業誘致等に係る経費です。商 工 費
道路・公園・下水道などの建設や維持，都市計画に係る経費です。土 木 費

消 防 費 消防や風水害などの災害防除などの経費です。

民 生 費 住民の一定水準の生活と安定した社会生活を保障するのに必要な経費です。社会福祉
や児童・老人・障害者福祉，生活保護等の費用です。

衛 生 費 健康で衛生的な生活環境を保持するための経費です。保健衛生やごみ収集，公害対策
などの費用です。

農 林 水 産
業 費

農林水産業の振興に係る経費。農業委員会費や生産基盤の整備などの経費です。

教育委員会費用・学校教育・社会教育・保健体育などに係る経費です。教 育 費
公 債 費 地方債の償還に係る経費です。
災 害 復 旧 費 風水害などの災害により被災した施設を復旧するための経費です。

消費的性質の経費の総称です。旅費，交際費，需用費，役務費，備品購入費，報
償費，委託料，使用料及び賃借料等です。

物 件 費

維 持 補 修 費 公共用施設等の維持管理の経費です。
生活保護法や児童福祉法等に基づき，児童・高齢者・生活困窮者などを援助するための
経費です。

扶 助 費

市職員の給与や退職金，議員や委員の報酬などの経費です。人 件 費

投資及び出資
金 ・ 貸 付 金

財団法人等に対する貸付金や出資金などの経費です。

繰 出 金 他会計に支出する経費です。

道路，橋りょう，学校，庁舎等公共又は公用施設の新増設等の建設事業に要する経
費です。

普 通 建 設
事 業 費

補 助 費 等 各種団体に対する助成金や一部事務組合への負担金などの経費です。報償費や保険
料，負担金・補助金及び交付金などです。
地方債の償還に係る経費です。公 債 費

積 立 金 財源に余裕がある場合や計画的な財政運営を行うため，基金へ積み立てるものです。

標準的な地方税収入×０．７５＋地方譲与税等

基 準 財 政
収 入 額

普通交付税算定の基礎。各地方公共団体が合理的かつ妥当な水準における行政を行
い，又は施設を維持するための財政需要を一定の方法によって合理的に算定した額。基
準財政需要額が基準財政収入額を超える地方公共団体に対して，その差額（財源不
足額）を基本として普通交付税が交付されます。
地方公共団体の財政力を示す指標で，基準財政需要額に対する基準財政収入額の割
合で，過去３か年の平均値です。１に近いほど財源に余裕があるとされ，１を超える団体
は，普通交付税の不交付団体となります。

基 準 財 政
需 要 額

財政力指数＝基準財政収入額／基準財政需要額

財 政 力 指 数

地方公共団体の標準的な状態で収入されるであろう経常的一般財源の規模
標準財政規模＝標準税収入額等＋普通交付税

標 準 財 政
規 模

普通交付税算定に用いるもので，各地方公共団体の財政力を合理的に判断するため
に，標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額で
す。実際の収入実績ではなく，客観的なあるべき一般財源収入額としての性格を有するも
のです。



9　指標等

－ 14 －

将 来 負 担
比 率

地方公共団体の借入金（地方債）など現在抱えている負債の大きさを，その地方公共
団体の財政規模に対する割合で表したものです。

ラ ス パ イ レ ス
指 数

地方公務員の給与額を，同等の職種，経歴に相当する国家公務員の給与額を１００
として計算した指数をいいます。

公 債 費 負 担
比 率

一般財源総額のうち公債費に充当された一般財源の一般財源総額に対する割合です。
高いほど財政運営の硬直性の高まりを示しています。 一般的には財政運営上15％が警戒
ライン，20％が危険ラインとされています。
公債費負担比率（％）＝公債費充当一般財源／一般財源総額×１００

単 年 度 収 支 実質収支が前年度以前の収支の累積であるのに対し，単年度収支は当該年度のみの収
入と支出との差額を意味します。
単年度収支＝当該年度の実質収支－前年度の実質収支

実 質 単 年 度
収 支

単年度収支に当該年度に措置された黒字要素と赤字要素を加味したものです。基金への
積立てや繰上償還は黒字要素，基金を取り崩した場合は赤字要素と考えられます。
実質単年度収支＝単年度収支＋財政調整基金積立額＋地方債繰上償還金－財政
調整基金取崩額

経 常 収 支
比 率

財政構造の弾力性を判断する指標で，地方税・普通交付税を中心とする毎年度経常的
に収入される経常一般財源が，人件費・扶助費・公債費などの毎年度経常的に支出され
る経常的経費にどの程度充当されているかの割合を示すものです。この数値が高まると財政
構造が弾力性を失いつつあると考えられます。
経常収支比率（％）＝経常充当一般財源／（経常一般財源＋減税補填債＋臨時
財政対策債）×１００

実質収支比率 標準財政規模に対する実質収支額の割合です。

実 質 収 支 地方公共団体の純剰余金又は純損失金を意味し，黒字・赤字団体の区分の指標です。
黒字額はおおむね標準財政規模の３～５％程度が望ましいとされています。また，赤字
額が標準財政規模の２０％以上の場合は，財政再建団体とならなければ地方債の制限
を受けます。
実質収支＝形式収支（歳入総額－歳出総額）－翌年度へ繰り越しすべき財源

実 質 公 債 費
比 率

 一部事務組合の公債費への負担金や公営企業の元利償還金への一般会計からの繰出
し等を加え，公債費相当部分を幅広く捉えています。 この数値が１８％以上となる団体
については，地方債協議制度においても，地方債の発行には許可が必要となります。さら
に，２５％を超えると起債の一部が制限されます。

実質公債費比率（％）＝｛（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）｝／（Ｅ－Ｄ）×１００
Ａ:当該年度の普通会計元利償還金（繰上償還等を除く。）
Ｂ:元利償還金に準ずるもの（「準元利償還金」）
Ｃ:元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源
Ｄ:普通交付税に算入された公債費
Ｅ:標準財政規模

形 式 収 支 歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差し引いた額です。
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